鳥商空様式第１号別紙３
空き店舗等状況証明書

鳥栖商工会議所　あて

（物件所在地）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
にある物件は、下記（　　）の条件を具備している店舗物件であることを証明いたします。

記

□ (1)空き店舗 過去に営業していた実績があり、おおむね１年以上営業が行われていない店舗（事務所、倉庫を含む）であること。

□ (2)空き家 おおむね１年以上無人状態にある建物であって、改装等により店舗として活用するものであること。チェック欄


□ (3)店舗兼住宅 過去に営業していた実績があり、おおむね１年以上営業が行われていない店舗であって、住宅部分と店舗部分が明確に区別でき、改装等により店舗として活用するものであること。

· (4)出店予定者と物件所有者は同一世帯に属し、又は生計を一にする者又は同一の
法人に属する者ではない。

· (5)出店予定者と物件所有者は３親等以内の親族ではない。

年　　　月　　　日

住所又は所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

物件所有者
又は仲介業者　　　　　　　　　　　　　　　㊞
